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令和５年１０月１日から適格請求書等保存方式（インボイス

制度）が開始されます。

インボイス制度の開始に伴い、令和５年１０月から「上下水

道ご使用量等のお知らせ」（検針票）、「納入通知書」（納付

書）などの様式を変更します。

なお、料金算定は従来より消費税相当額を加えた額としてい

るため、インボイス制度対応による料金算定額の変更はありま

せん。

漏水調査のお知らせ（調査期間10月～2月）

●変更箇所●

①適用税率および消費税相当額を記載

②適格請求書発行事業者番号を記載

※実際の発行までに一部修正する場合があります。

地下内で発生する漏水の早期発見のため、道路内にある配水管からお客様の水道メーター

までの漏水調査を実施します。

※調査員は、市が発行した

身分証を携帯して調査作業

を行います。

また、この調査に関して

料金を請求することはあり

ません。

調査へのご理解とご協力を

お願いします。

●調査業者：フジテコム㈱北日本支店

●調査期間：令和５年１０月２日（月）～令和６年２月２０日（火）

●調査時間：午前９時～午後５時

●調査地区：増田、下増田、杜せきのした、美田園、本郷、堀内 地内（その他緊急漏水箇所）

●調査方法：専門的な３つの調査で行いますが、特に①の調査では皆さまの施設に立ち入らせていただきます

ので、立ち入り等に関してご協力をお願いします。

①戸別音聴調査 皆さまのお宅の水道メーター箇所まで立ち入りさせていただき、メーターや止水栓から漏水

音を聞き取ります。調査の際は事前にお知らせをしてから調査します。

②管路音聴調査 漏水探知機などを使用して給・配水管路上の路面を調査し、漏水箇所を確定します。

③監視型漏水調査 監視型漏水調査機器を仕切弁および消火栓に設置し、地下の漏水を調査します。
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メーターよりも家屋側での漏水の修理は個人負担で

す。修理を希望される場合は直接、給水装置工事事

業者へご依頼ください。
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